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長野県庁園芸畜産課   

電話 026-235-7232   

 

 

 
  
 12月 25日に岐阜県関市の養豚場で、６例目となる豚コレラの疑似患畜が

確認されました。また、12 月 22 日には愛知県犬山市で捕獲した野生いのしし

の豚コレラ感染が確認されました。 

具体的な対策として、専用の衣服や長靴を使用する、野生動物との接触防止を徹

底する、関係者以外は飼養衛生管理区域内に入れない等、次に示した対策を徹

底してください。また、豚コレラは、特徴的な症状はありません。少しでも

異状を感じたら、家畜保健衛生所へ通報してください。 
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項 目 概             要 
発生農場 岐阜県 関市 養豚場（繁殖豚 871頭、肥育豚 6,676） 

経 緯 

・12月 23日、3・4例目の搬出制限区域内の農場にて出荷予定豚の検査を実施 
豚コレラを疑う 

・12月 24日、再度当該農場の立入検査を実施し、精密検査を実施 
・12月 25日、豚コレラの疑似患畜であることを確認 

 

このような症状があったら通報をお願いします 

① 発熱、元気消失、食欲減退 ② 便秘、下痢 ③ 結膜炎（目やに） 

④ 歩行困難、後躯麻痺、けいれん ⑤ 耳翼、下腹部または四肢等の紫斑 

⑥ 削痩、被毛粗剛 ⑦ 死流産(複数頭) ⑧ これらの症状を伴う死亡 
 

飼養している豚等に少しでも異状を感じたら、家保へ連絡してください。 

異状の連絡については 365日対応します。 

 

岐阜県関市の養豚場にて豚コレラ 6例目発生 

愛知県犬山市の捕獲いのししで豚コレラ感染確認 

豚コレラ侵入防止のため、次の対策について強化をお願いします 

① 適切な衛生管理区域の設定と衛生管理区域専用の衣服・長靴の使用 

② 畜舎及び器具の定期的な清掃又は消毒等 

③ 他の畜産関係施設等に立ち入った者の衛生管理区域への立入の制限 

④ 野生動物等からの病原体の侵入防止 

⑤ 食品廃棄物等を原材料とする飼料を給与する場合の加熱処理 

⑥ 毎日の健康観察、早期発見・早期通報の徹底 

⑦ 家畜の異状、死亡、飼料給与等に関する記録の保管 


